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物流連携効率化推進事業実施要領

平成２１年４月２０日 国政参第３５号

この実施要領は、物流連携効率化推進事業費補助金交付要綱（平成２１年４月２０日付

国政参第３４号、以下「補助要綱」という ）に定める物流連携効率化推進事業費補助金。

の交付等物流連携効率化推進事業の実施に当たって必要な事項を定める。

１．物流連携効率化推進事業の趣旨・目的

物流拠点周辺や都市内において、十分な荷捌きスペースの不足や関係者間の共通ルー

ルの不存在等により、物流の効率化を著しく阻害する状態が散見されており、我が国の

成長力の強化や環境負荷の低減の観点から、物流の効率化を図ることが緊喫の課題とな

っている。

本事業は、このような状況に対応すべく、貨物運送事業者、地方公共団体、荷主等関

係者等の物流に係る多様な関係者が連携し、当該関係者から構成される協議会が行う輸

送ルートの集約、輸配送の共同化、物流施設の混雑状況に関する情報提供等、地域全体

として最適な物流の効率化を図る取組みを支援することにより、効率的で環境に優しい

物流の実現に資する取組みを推進するものである。

２．補助対象事業者について

本事業の補助対象事業者については、貨物運送事業者（貨物自動車運送事業者、貨物

、 、 、 。利用運送事業者 鉄道事業者 海上運送事業者 港湾運送事業者又は倉庫事業者をいう

以下同じ 、地方公共団体、荷主等関係者その他これらに準ずるものとして国土交通。）

大臣が認定した者から構成される協議会（以下単に「協議会」という ）とする。。

なお、その他これらに準ずるものの認定の審査は、補助金の交付申請の審査と併せて

行うこととし、補助金の交付決定がなされたことをもって認定を行ったものとする。

３．物流連携効率化推進計画の策定について

１ の趣旨・目的を踏まえ 協議会は 地域の物流の効率化を推進するための計画 以． 、 、 （

下「物流連携効率化推進計画」という ）を作成することができることとする。物流連。

携効率化推進計画には、物流連携効率化推進事業を活用して地域が目指すこととなる目

標を、地域の合意として具体的に定めるとともに、同計画について、適切な効果の評価

を行う等により、地域の多様な関係者による真の協働を促進するとともに、効率的・効

果的な取組みを促進することとする。物流連携効率化推進計画の構成等については、別

添「物流連携効率化推進計画の作成について」を参照のこと。

４．物流連携効率化推進事業実施計画等の策定について

１．の趣旨・目的を踏まえ、物流連携効率化推進計画の円滑かつ確実な実施を確保す

、 、るため 同計画において実施することとされた事業の円滑かつ確実な立ち上げについて

同計画の計画期間の当初（最大３年間）において、特に、協議会が、物流連携効率化推
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進事業による支援を活用しつつ、取り組むこととする事業について、計画的かつ効率的

・効果的な実施を促進するため、物流連携効率化推進事業計画を策定することとする。

なお、物流連携効率化推進事業計画には、物流連携効率化推進事業を活用して地域が目

指すこととする目標を、地域の合意として具体的に定めるとともに、同計画について、

適切な効果の評価を行う等により、地域の多様な関係者による真の協働を促進するとと

もに、効率的・効果的な取組みを促進することとする。

また、地域の物流の問題を踏まえた、効果的な物流連携効率化推進計画の策定を促進

するため、物流連携効率化推進計画策定調査実施計画を策定することとする。

５．補助事業の採択等

（１）物流連携効率化推進事業は、地方運輸局長（神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務

局長を含む。以下「地方運輸局長等」という ）の認定を受けた物流連携効率化推。

進計画策定調査実施計画及び物流連携効率化推進事業計画に基づく事業について予

算の範囲内で補助するものとする。

（２）地域の物流効率化の効果的な推進のために、物流連携効率化推進事業は、例えば

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成十七年法律第八十五号）等

の支援方策と連携して活用されることが望ましい。

（３）地方公共団体、施設管理者が自ら整備する荷捌き施設、駐車場整備等に係る購入

・整備については、補助対象としないものとする。

６．補助金の交付

（１）一の補助事業に係る下限額は１００万円とする。

（２）交付申請書の添付書類

「 」補助要綱様式第１別紙欄外に記載の その他補助金の交付に関して参考となる書類

とは、以下のものとする。

①事業の概要がわかる資料（実証運行の経路等事業の概略図、施設の見取図面、シ

ステム概要等）

②補助対象経費に係る消費税について一部又は全部について仕入控除を行うことが

できない場合はその旨を記した理由書

（３）実績報告書の添付書類

補助要綱様式第７別紙欄外に記載の添付書類については以下のとおりとする。

①「補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類」とは、以下のものとす

る。

ア．車両購入の場合

納品書・自動車検査証の写し、写真等

イ．車両以外の物品の購入の場合

納品書の写し、写真等事業の実施を証する書類

ウ．ア．イ．以外の場合

業務完了報告書・調査結果報告書等事業の実施を証する書類

②「物流連携効率化推進事業費補助金交付要綱において、別表中「補助金の額の確
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定」の欄に規定する額を明らかにした書類」とは、以下のものとする。

ア．車両・物品の購入の場合

補助事業に係る契約先からの請求書の写し等

イ．実証運行の場合

補助事業に係る契約先からの請求書の写し、収支計算書及び輸送実績に関

する書面等

ウ．ア．イ．以外の場合

補助事業に係る契約先からの請求書の写し、補助事業に係る収入がある場

合には収支計算書等

③「補助対象経費の支払いを証する書類」とは、補助事業に係る契約先からの領収

書の写し等とする。ただし、添付できない場合は後日提出することも可とし、こ

の場合においては、補助事業実施主体の確約書を添付すること。

７．物流連携効率化推進事業に関する事後評価

（１）物流連携効率化推進計画策定調査実施計画に基づく事業については、協議会にお

、 、 、 、いて事業の実施状況の確認 評価を行い 評価等の結果については １月末までに

地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」と

いう ）に報告するとともに、公表するものとする。地方運輸局等においては、当。

該評価（自己評価）等を基に二次評価を行い、協議会に対し、評価結果を通知する

とともに、必要に応じて、物流連携効率化推進計画の策定に関する助言等を行うこ

ととする。

（２）物流連携効率化推進事業計画（以下「事業計画」という ）に基づく事業につい。

ては、毎年度、協議会において、事業の実施状況の確認、評価を行い、必要に応じ

事業計画の見直しを行うとともに、評価等の結果については、毎年１月末までに、

、 。 、地方運輸局等に報告するとともに 公表するものとする 地方運輸局等においては

当該評価（自己評価）等を基に二次評価を行い、協議会に対し評価結果を通知する

とともに、必要に応じて、事業計画の見直し等を求めるものとする。

なお、事業計画を見直した場合、協議会は、当該事業計画を速やかに地方運輸局

等に提出し、地方運輸局長等の認定を受けることとする。事業計画を見直さない場

、 、 、合 協議会は 初年度に認定を受けた事業計画どおりに次年度も事業を実施する旨

地方運輸局長等に通知することとする。

さらに、協議会においては、最終年度において、事業計画全体の目標に対する評

価を行う等事業の実施状況の確認、評価を総括するとともに、当該評価等の結果に

ついて、１月末までに、地方運輸局等に報告するとともに、公表するものとする。

地方運輸局等においては、当該評価（自己評価）等を基に二次評価を行い、協議会

に対し評価結果を通知するとともに、必要に応じて、本格実施に向けた助言等を行

うこととする。

（３）物流連携効率化推進事業（物流連携効率化推進計画策定調査実施計画に基づく事

業及び物流連携効率化推進事業計画に基づく事業）に関する二次評価を実施する際

には、各地方運輸局等において、各担当部長等及び学識経験者等の有識者からなる
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第三者評価委員会を設置することとする。

（４）二次評価の結果を含む事後評価の結果については、毎年２月末までに、地方運輸

局等から国土交通省政策統括官へ提出することとする。

（５）上記によることができない特段の事情がある場合は、国及び協議会において必要

な調整を行い、適切に対応することとする。

附 則 （平成２１年４月２０日 国政参第３５号）

・この要領は、平成２１年度の補助金から適用する。


